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（訂正）取締役に対するストックオプション報酬額および内容決定に関するお知らせ 

 

 

平成18年8月23日付開示「取締役に対するストックオプション報酬額および内容決定に関する

お知らせ」に一部訂正がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

なお、訂正箇所は下線を付しております。 

 

記 

 
【訂正前】 

当社の従来の取締役の報酬額は、平成８年の第26回定時株主総会で「取締役の報酬額総額を年

額１億８千万円以内とする」旨ご承認いただき今日にいたっておりますが、この報酬限度額と

は別枠として、当社取締役に対するストックオプション報酬としての新株予約権を5,000万円以

内の範囲で付与することにつき、ご承認をお願いいたします。なお、現在の取締役の員数は５

名でありますが、第３号議案（取締役選任）が承認可決されますと６名になります。 

 

【訂正後】 

当社の従来の取締役の報酬額は、平成８年の第25回定時株主総会で「取締役の報酬額総額を年

額１億８千万円以内とする」旨ご承認いただき今日にいたっておりますが、この報酬限度額と

は別枠として、当社取締役に対するストックオプション報酬としての新株予約権を5,000万円以

内の範囲で付与することにつき、ご承認をお願いいたします。なお、現在の取締役の員数は５

名でありますが、第３号議案（取締役選任）が承認可決されますと６名になります。 

 

【訂正前】 

２．ストックオプション報酬としての新株予約権の内容 

上記金額の範囲内でストックオプションとして発行する新株予約権の内容は、次のとお

りとし、具体的な発行事項は取締役会の新株予約権発行決議により決定するものとします。 

 

【訂正後】 

２．ストックオプション報酬としての新株予約権の内容 

上記金額の範囲内でストックオプションとして発行する新株予約権の内容は、次のとお

りとし、具体的な募集事項は取締役会の新株予約権発行決議により決定するものとします。 

 

以 上 

 


